
 

 

事 務 連 絡 

令和２年５月８日 

 

都道府県民生主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）       御中 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

  

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組に係る準備状況に関する 

調査結果及び現況における高齢者に対する支援策について 

 

 

後期高齢者医療制度の運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

さて、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組に係る準備状況に関する調

査につきましては、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組に係る準備状

況に関する調査の実施について（依頼）」（令和２年２月１８日付各都道府県後期高齢

者医療広域連合事務局宛て事務連絡）により、御回答いただいているところです。 

今般、その調査結果について、別添１のとおり取りまとめましたので、送付いたし

ます。都道府県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）におかれまし

ては、今後の取組の参考にしてください。併せて、各都道府県におかれましては、管

内市町村に対し、情報提供されるようお願いいたします。 

なお、本調査は令和２年３月時点のものであり、新型コロナウイルス感染症対策下

においては、取組の実施内容に変更が生じておりますので御留意ください。 

 

また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施等における対応については、令和２年４月８日及び令和２年

４月１７日付け事務連絡を発出しておりますが、現況における高齢者に対する支援に

ついては、各広域連合及び市町村において苦慮されていることと存じます。 

別添のとおり、一部市町村における高齢者に対する支援策の現状や取組の工夫等に

ついて取りまとめましたので、併せて送付いたします。（別添２） 

厚生労働省のホームページにおきましても、関係資料を掲載しておりますので参考

にして下さい。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000634638.pdf


 

 

 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/

hokenjigyou/index_00003.html） 

 

 

（照会先） 

 厚生労働省保険局高齢者医療課 

    広域連合係 橋本、湯野 

    ℡ ：03-5253-1111（内線 3196） 

    ﾒｰﾙ ：hokenzigyou@mhlw.go.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html
mailto:hokenzigyou@mhlw.go.jp


ポピュレーションアプローチ ハイリスクアプローチ

特別調整
交付金

交付基準上
の記載

通いの場等において、ＫＤＢシステム等により把握
した地域の健康課題をもとに、医療専門職が次に
掲げる健康教育、健康相談等を実施する。

医療専門職が、ＫＤＢシステムを活用し、低栄養防止・生
活習慣病等の重症化予防等を行うための訪問相談、適正
受診等の促進のための訪問指導、健康状態が不明な高
齢者等に対するアウトリーチ支援等を行う。

現状

令和2年度から一体

的実施開始予定の広
域連合、市を中心に
電話でのヒアリングを
４月下旬に実施

・当面、通いの場の開催中止。

・地域の高齢者交流拠点等の閉鎖。

・緊急事態宣言下で、抽出のリソースである健診が中断。
（健診が再開されても、高齢者が受診を控えることも
予想される。）

・当面、訪問事業（対面指導）中止。

対応策
現状においては、通いの場への関与は困難なため、
高齢者に向けたお知らせ等による情報提供や支援
を実施する。

現状においては、アウトリーチ支援は困難なため、昨年度
の健診結果等を活用し、電話や手紙等の対面によらない
個別支援を実施する。

○新型コロナ感染症対策下における一体的実施の対応策について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施にお

ける対応については、令和２年４月８日及び令和２年４月１７日付け事務連絡を発出しておりますが、以下の内

容等も参考に事業を進めてください。

＜事業内容変更に伴う特別調整交付金について＞

○特別調整交付金の交付については、新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた事業計画変更等に

柔軟に対応する。

○当面の間、事業内容について高齢者への情報提供等の個別的支援や事業の企画準備等のみの実施として

も差し支えない。なお、一体的実施を担当する医療専門職については、 高齢者保健事業の一環として、

新型コロナウイルス感染対策等に従事しても差し支えない。

別添２



＜参考＞ 自治体における対応事例

○愛知県蒲郡市
・市が関与した昨年度の通いの場の参加者全員に、開催中止の案内と外出自粛中の注意事項について電話で周知。
・日々の食事・運動状況を記録する生活チェックシートを作成し、通いの場の参加者に郵送予定。
その後は電話での確認・フォローアップを検討中。
・市のオリジナルの体操動画をDVDにして、高齢者に無料貸し出しを実施。市のホームページにおいても配信。

○千葉県松戸市
・広報誌において、高齢者のための自宅でできるフレイル予防記事を掲載。
・フレイル予防のリーフレット、チラシを市民に配布。（町内自治会回覧版／協定に基づいた運送会社の協力に
より高齢者世帯への配達時に配布／通いの場・老人クラブ代表者に郵送／市関係機関窓口に配布）
・通いの場、老人クラブ代表者を介したウォーキングマップの配布。

○奈良県生駒市
・自治会長、民生委員、通いの場の代表者等に、高齢者が外出自粛中に実施してほしいことの案内やセルフケアの
チェック票等、通知を送付。

○神奈川県大和市
＜低栄養予防の取組＞
①昨年度の健診でBMI18.5未満かつ一昨年の健診から2kg以上減少している後期高齢者を4月上旬に抽出。
対象者に対し、管理栄養士が訪問に行くことを通知したが、緊急事態宣言を受け電話相談に変更。
（外出自粛中であるため、高確率で電話がつながり、効率的に事業を遂行できている。）

②昨年度通いの場で実施した「フレイルチェック票」から低栄養リスクのある者を抽出し、「フレイル予防パンフレット
（後期高齢者の質問票付き）」を郵送。後日、質問票の回答を電話で聞き取り、フォローアップを実施予定。

＜重症化予防の取組＞
・昨年度介入した「糖尿病性腎症重症化予防対象者」について、最新の受診状況、目標の達成状況、外出自粛の
影響等を電話で聞き取り、フォローアップを実施。

ポピュレーションアプローチ

ハイリスクアプローチ



記
入
例 

 

心と身体が元気になる生活チェックシート（案） 

※自分の日課ができたら○をつけましょう 

 

４
月
１
日 

月 

日 

月 

日 

月 

日 

月 
日 

月 

日 
月 

日 

月 

日 

今日の体温 36.1 

       

手洗いうがいをしましたか 〇 

       

人がたくさん集まっている場所に

は行かないようにしましたか 
〇 
       

たんぱく質を含んだ 

バランスの良い食事をしましたか 
〇 

       

毎食後、寝る前に歯磨きをしまし

たか  ※義歯の清掃を含みます 
〇        

人混みを避けて散歩をしましたか 〇        

ラジオ体操やスクワットなど家で

できる体操をしましたか 
〇        

家族や友人と電話やメールなどで

交流しましたか 
〇        

 

１ 買い物や移動など、困ったときに助けを呼べる相手がいますか  いる・いない 

２ 現在、持病などの治療で通院していますか           している・していない 

３ 生活の中で不安に感じていることがありますか         ある・ない 

「ある」方は、どんなことか具体的にお書きください 

 

 

自分が、元気で過ごすために心がけていることなどがあれば、ご記入ください。 

 

 

 

 

  ※健康のことでご心配のある方は、蒲郡市健康推進課（保健センター）0533-67-1151 

  にご相談ください。 

 

YMTNL
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【問い合わせ先】 
松戸市 高齢者支援課 地域包括ケア推進担当室 
電話：０４７－３６６－７３４３ 
FAX：０４７－３６６－７７４８ 

  Ｅ-mail:mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jp 

 
 
 

「新型コロナウイルス感染症」 

高齢者が気をつけたいポイント 

『新型コロナウイルス感染症が流行しています！』 

喫煙者や糖尿病、心疾患など基礎疾患をお持ちの方は、感染症が重度化しやすいので

注意しましょう。また感染しないために、手洗いを中心とする感染予防を心がけましょ

う。しかし、感染を恐れるあまり外出を控えすぎて「生活不活発」による健康への影響

が危惧されます。 

『生活不活発に気をつけてください！』   

「動かないこと（生活不活発）」により身体や頭の働きが 

低下してしまいます。歩くことや身の周りのことなど生活動作が行いにくくなること、

疲れやすくなるなどの「フレイル（虚弱、加齢によって体と心の機能が低下し、介護が

必要になる前段階のこと）」状態が進行しないか心配しています。 

２週間の寝たきりの生活を続けていると失う筋肉量は７年間に失われる量に匹敵する

ともいわれています。 

『フレイル（虚弱）の進行を予防するために』 

○座っている時間を減らしましょう 

○ラジオ体操やスクワットなどの筋トレなどで筋肉を維持しましょう 

○日の当たるところで散歩を行うなど運動を心がけましょう 

○しっかりバランス良く食べましょう 

○毎食後、寝る前に歯を磨きましょう 

○電話などを利用した交流をしましょう 

○買い物や生活に困ったときには、『高齢者いきいき安心センター（地域包括支援センタ 

 ー）』に相談しましょう 

一般社団法人日本老年医学会参考 

 

☆運動についてのポイントは『フレイルを予防する運動』（添付）をご覧ください。 

※一部スポーツイベントや友人との交流について記載がありますが、新型コロナウイルス感染症対策に

よる社会情勢に沿った行動をお願いいたします。 

 

  

回覧 

 

 

 

 

YMTNL
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高齢者の低栄養防止のポイント１０項目 
高齢期は低栄養による「やせすぎ」がフレイルの進行につながります。 

多様性に富んだ食事を３食欠かさず食べることを意識してください。 

しっかりバランスよく食べて栄養をとり、身体の調子を整えましょう。 

免疫力を維持することにも役立ちます。さらに身体（特に筋肉）を作る 

大切な栄養素であるたんぱく質をしっかりとることが大切です。 

 

『規則正しい生活リズムで１日３回の食事を！』 

欠食は低栄養になりやすくなります。３回食べることにより必要な栄養がとれます。 

『噛むことを意識して食べましょう！』   

よく噛むことで消化吸収が促進されます。噛む力も維持されます。 

少し硬めの食材も取り入れられるように、調理方法を工夫してみましょう。 

『活動量を増やし、１日 10 分は日の光を浴びましょう！』 

座っている時間を減らし、家事や自宅でできる運動（ラジオ 

体操やスクワットなどの筋トレなど）を行い活動量を増やし 

ましょう。 

紫外線を浴びることで、体内でビタミンⅮが作られ骨粗鬆症 

の予防になります。 

人混みは避けましょう。 

『主食・主菜・副菜！』 

主食・主菜・副菜を揃えることによりバランスが良くなり 

ます。汁物を付けることによりさらにバランスが整います 

（塩分制限がある方は注意が必要です）。 

『たんぱく質は毎食必ず食べる！』 

魚・肉・卵・大豆（大豆製品）のいずれかの食品をとりましょう。 

大豆（大豆製品）は毎日とることをお勧めします。 

肉類は脂の少ない部位を選びましょう。 

魚は青魚（特にさんま・さば・いわし）を積極的に食べましょう。 
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『野菜は１日３５０ｇ以上食べる！』 

淡色野菜１日２３０ｇ、緑黄色野菜１日１２０ｇ以上食べましょう。 

きのこや海藻、いも類も積極的にとり食物繊維が不足しないようにし 

ましょう。 

『毎日果物を食べる！』 

食物繊維やビタミン類が豊富な食材です。１日１種類～２種類食べましょう。 

ただし、糖分が多く含まれるため、食べすぎは禁物です。 

また、カリウム制限がある人は注意が必要です。 

『カルシウムをとろう！～毎日牛乳１日コップ１杯～』 

牛乳はカルシウム補給には最適な飲み物です。牛乳が飲めな 

い場合はヨーグルトを食べましょう。 

小魚や小松菜、青梗菜、大豆製品もカルシウムが豊富です。 

『お茶かお水でコップ４杯以上の水分をとろう！』 

最低１日１リットル前後を目安に水分補給をしましょう。 

『塩分は控えめに！』 

お酢や香辛料、レモン・香りの野菜を取り入れ、塩分を控えましょう。 

練り物や漬物などの塩分の高い食品や汁物を飲む回数を減らすことで 

も減塩につながります。 

とりすぎたと感じたときは生野菜を多くとりましょう。 

生野菜は塩分を排泄してくれる作用があります。 

ただし、カリウム制限がある人は注意が必要です。 

   ※疾病治療中の方は主治医の指示に従ってください。 

 

  

 

 

 

 

 

松戸市 高齢者支援課 地域包括ケア推進担当室 TEL366-7343 
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令和２年４月２４日  

 

市内高齢者サロン  

いきいき百歳体操  代表者様  

生駒市地域包括ケア推進課   

 

「緊急事態宣言」に伴う閉じこもり高齢者への配慮について（依頼）  

 

平素は、本市高齢福祉行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。  

さて、この度、緊急事態宣言の発令もあり、介護予防教室の中止が継

続するなど、先行きの見えない中、自粛を継続し、外出機会がますます

減ることで、高齢者の孤独の増大や活動量の低下が懸念されております。 

このような状況の中、市としましては、介護予防教室にご参加されてい

た方々に対し、活動量の維持を目指し、自宅でできる取組などのご案内

を別紙のとおりしております。  

外出しにくい今の状況こそ、ちょっとした挨拶や会話などが大きな意

味を持ちます。他者との交流により社会との繋がりを持つことで、孤独

感の解消や詐欺被害の防止だけでなく、自宅での運動や散歩などの活動

へのモチベーションにもつながります。家族、友人間の電話・FAX・メー

ルでの交流も効果がありますので、皆様におかれましても、同封のチラ

シを回覧、掲示など、無理のない範囲で周知いただきますよう、よろし

くお願いいたします。自治会や近隣で配布いただく場合はコピーをお渡

しいたしますので、市役所または地域包括支援センターにお問い合わせ

ください。  

 

 

 

問合せ  

生駒市地域包括ケア推進課   

電話 74-1111（内線 463）   

YMTNL
テキスト ボックス
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昨年ミニサロンに参加された皆さま 

 
 

フレイル予防に関する資料の送付と電話栄養相談のお知らせ 

 

陽春の候、お元気でお過ごしでしょうか。 

さて、昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受け、不要不急の外出自粛が求められており

ます。しかしその一方で、活動量の低下やストレス、栄養バランスの乱れ等が続くことによ

る健康への影響（フレイル）が心配です。フレイルを放っておくと、将来、介護を必要とす

る状態に陥りやすくなることが知られています。大和市では、それらの対策の一環として、

フレイル予防の資料を送付させていただきますので、参考になさってください。 

また、併せて管理栄養士による電話での栄養相談を実施させていただきます。つきまして

は、ご都合の良い時間帯に健康づくり推進課までご連絡いただきますようお願いいたします。

なお、ご連絡のない場合はこちらからお電話させていただきます。 

 

＊ フレイル：高齢の方の「虚弱」状態を指します。 

健康と介護が必要な状態の間の段階で、生活習慣の見直しなどで健康な状態に戻すことが

可能です。 

＊ このお手紙は、昨年ミニサロンで「フレイルチェック票」に記入した方の中で、フレイルの

気になる症状があった方に郵送しています。（例：体重が減っている、食べる量が減ったな

ど） 

 

《問い合わせ先》 

大和市健康づくり推進課 地域栄養ケア推進係 

〒242-8601 大和市鶴間 1-31-7 

保健福祉センター内 

TEL：046-260-5804 

 

受付日時：月～金曜日 8：30～17：15  

☆ご飯、きちんと食べていますか？ 

☆家の中で体を動かしていますか？ 

☆１日１回は誰かとお話しています

か？ 

大和市イベントキャラクター ヤマトン 
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